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（６）農用地等を活用した景観形成活動 

農用地等の資源が活用されて形成される良好な景観を維持、改善するため、農

用地周辺の屋敷林の適正管理、廃屋の撤去又は周辺景観に配慮した利活用、複数

の施設の壁の同系色化等の活動を実施し、景観形成を図ること。 

 

 
 
 
【活動のねらい】 

農村景観は、家屋（廃屋を含む）・建造物等の各種施設と水田、畑地、林地等で構成されてい

ます。各種施設は、周囲と違和感がある場合や、老朽化が著しい場合は、良好な農村景観の形成

の阻害要因となります。これらの阻害要因を取り除いたり修繕するにより、良好な景観が形成さ

れます。 

 

 

【活動の内容】 

阻害要因を撤去・移設する、色彩・色調を変更

する、植物によって遮蔽する等の方法により良好

な景観に改善します。 

廃屋を修繕し地域共同活動を実施する場合の休

憩施設、手洗い、トイレ施設として周辺景観に配

慮した利活用を図る場合もあります。 

 

【配慮事項】 

フェンスやガードレール等に見られる白色の塗装や

擁壁等のコンクリートの色調は、農村に存在する他の

景観構成要素に比べて、明度（光の反射率）が高いた

め、注意が必要です。同時に、周囲に存在する景観構

成要素の色彩・色調との調和や、複数の建造物に同系

色を用いる等の配慮も必要です。阻害要因の遮蔽のた

めに樹木等を用いる場合、剪定等の適切な管理が必要

となります。 
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